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第11回　�信託終了後の受益者代理人の設定
の要否判断と代替案について

E パターン
本文 =14.5Q　字間＝ 0.5H 行間＝ 8.32 H □段落 =18w × 37l（段間 =13mm）

□地柱 12Q 　文字アミ 80%
天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　

回答：一般社団法人家族信託普及協会
監修：司法書士　宮田 浩志

　お客様の信託契約に関連し、地元
の金融機関で信託口口座を開設しよ
うと申請したところ、「受益者代理人
を設定せよ」という要請を受けまし
た。
　受益者代理人は受益者のすべての
権限を代理するという役割であると
理解しています。
　現状委託者（兼当初受益者）はお
元気で、信託契約を締結したとして
も代理人を設置する必要はありませ
ん。
　もちろん、将来、委託者の意思判
断能力が減退した際のことを想定し
て、受益者代理人を準備しておくこ
とはやぶさかではないのですが、契
約当初から受益者代理人は設置しな
ければならないものなのでしょう
か？

Ｑ1

Ａ1  おっしゃるとおり、受益者代理
人を設置した場合、特段の制約を設けて
いなければ、原則として受益者は直接権

限行使ができなくなり、すべての権限行
使・要求は受益者代理人が行うことにな
ります。ということは、受益者代理人が
即時効力を生じる信託契約を締結した場
合、信託の開始時点から、まだまだ受益
者は元気であっても、受益者としての権
限行使は、受益者代理人を介して行うこ
とになりますし、法的には受益者の希望
に沿わない権限行使を受益者代理人が行
ってしまったとしても、それは有効であ
るといえます。
一部の金融機関では、特に抵当権付不

動産を信託財産とする際に「受益者代理
人を設置せよ」と要求してくるケースが
あるようです。しかし、受益者代理人は
一旦設置してしまうと上記のような状態
を招くことになりますので、その設置の
要否については慎重に検討することと合
わせ、お客様家族にもそのリスクをしっ
かりと説明する必要があります。
家族信託において、「受益者代理人」

を効果的に活用する一つの方策は、将来
信託財産に係り非常事態が発生した際
に、その時点で受益者が判断能力を失っ

　一般社団法人家族信託普及協会には、日々全国の専門家（約 2,000 名）の会員から様々なご質問
を頂戴します。「制度のこと」、「お客様への提案方法」、「信託組成に伴う諸手続き」などのご質問
に対し、事務局が専門家に確認しながら回答しております。
　本連載では、それらのご質問の中から普遍性が高いものを、回答例とともにご紹介します。
　今回は、「受益者代理人の設定の要否判断と代替案について」を取り上げます。
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ていた場合に、受益者に代わり受益者代
理人が同意や協議ができるように備えて
おくことが考えられます。
そうした意味からは、将来の備えとし

て受益者代理人を設置すること自体は否
定されるものではなく、「慎重に検討し
た」うえであればむしろ設置したほうが
安心である場合も多々あるでしょう。
しかし、場合によっては「信託契約を

締結するとすぐに受益者代理人の権限が
発動する」ことに躊躇される方もいると
思います。
今回のように、委託者兼当初受益者が

まだまだ元気で、すぐには受益者代理人
の権限を発動させる必要はないという場
合には、
・�あらかじめ受益者代理人の候補者を
信託契約書中に指定しておく

・�被指定者が就任を承諾した時から発
動する

といった設計を検討されてはいかがでし
ょうか。
信託内容を変更する必要が出てきた際

や、当初想定していなかった利益相反取
引を実行したい際など、どうしても受益
者としての署名押印等が必要になった際
に、あらかじめ定められた受益者代理人
が受託者の要請に従ってその就任を承諾
した時から権限を持つという定めです。
こうした「停止条件付き契約」を検討

する際には、その発動のタイミングは客
観的に認められるものでなくてはなりま
せん。「受益者の意思判断能力が失われ
たとき」とか「認知症と判断されたとき」
という定めはトラブルの元になりかねま
せんので注意が必要です。
本来、最も信頼する家族の一人を受託

者とし様々な事態を想定して財産管理・
処分の権限を託すものであり、受託者以
外の家族も交えて定期的に話し合いなが
ら老親を支えるのが家族信託の理想的な
運用ですので、受益者代理人が登場しな
ければならない事態は、実務上そうそう
ないものと考えます。そういう意味で
は、「就任承諾の留保付指定」は“非常
用ボタン”として置いておくというイメ
ージでよろしいかもしれません。

　書籍にある信託契約書の多くには、
受益者代理人が設置される文例が紹
介されています。
　しかし、受益者代理人を文例通り
に設定するには抵抗があるという場
合、他にどのような対策の選択肢が
あるでしょうか？

Ｑ2

Ａ2  一般論として、受益者代理人以
外の方策についてご紹介します。

（１�）信託の変更に関し、受益者の同
意を得ずとも変更できるようにし
ておく方策

�　信託の目的に反しないことおよび受
益者の利益に適合することが明らかで
あるときは、「受託者」が単独で契約
内容を変更することが可能ですので
（信託法 149 条２項２号）、あえて契約内
容の変更条項を設けないことで第 149
条を適用させる方策が考えられます。

（２�）受託者の単独の判断では問題が
あると考える場合は、受益者代理
人ではなく、「信託監督人」を置き、
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　 �信託監督人との協議で変更できる
ようにする方策

　�こうした対策で想定される課題に対
処できるのであれば、あえて受益者
代理人を設置しないという選択肢も
あります。

（３�）利益相反行為が想定される場合
は、あらかじめ利益相反（自己取
引）容認条項を信託契約書に盛り
込んでおく方策

利益相反行為（自己取引）は、原則と
してその行為の都度受益者の承諾を得な
ければならず、受益者の同意がない限り
無効となってしまいます（信託法 31 条）。
これを防ぐ手立てとして、事前に信託契
約書の中で、これらの取引を容認する条
項を設けておくことが考えられます。
余談ですが、世に出回っている信託契

約書の書式例がそうなっているからでし
ょうか、信託法 149 条に柔軟に変更でき
る条項があるにもかかわらず、「受益者
と受託者の同意で変更できる」という別
段の定めを設けることにより、かえって
契約内容が変更しにくくなっているケー
スが散見されます（それを意図的に定め
ているのであればよいのですが、何の検
討もなく書式例をそのまま流用すること
は大変危険です）。
また、事案によっては、信託財産に係

る債務に関連し、現債務者（受益者）の
署名押印が必要となることが想定される
場合、金融機関から受益者代理人の設置
を求められる可能性があります。
その場合は

（１�）債務者を免責的な債務引受によ
り受託者に変更する

（２�）受益者代理人の発動に何らかの
停止条件を付したり、受益者代理
人の権限を特定の行為に制限した
りする

という方法で対処することも可能でしょ
う。

以上のとおり、事案の内容次第ではあ
りますが、
・�受益者代理人を設置せずに、想定さ
れる課題に対処する方法

・�受益者代理人は設置するも、その発
動や権限に制限を設ける方法

といった選択肢があることをお伝えいた
します。

※�一般社団法人家族信託普及協会では、家族信託
の組成に携わる専門家の方々のサポートを行っ
ております。協会へのお問合せやご質問は、

●協会正会員の方
　⇒�会員ページ内の「問合せ相談」フォームより
お問い合わせください。

●協会会員でない方
　⇒�協会ホームページの「お問合せ」よりお問い
合わせください。

※�ご質問いただいてから回答までは１週間程度の
お時間をいただきます。

※�協会にお問合せをいただきましても、個別具体
的なご相談に関して回答はできません。よって
この場合は一般論の範囲での回答とさせていた
だきます。（コーディネーター、専門士サポート
サービスは除く）
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